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三沢市国民健康保険運営協議会 議事録 

１．日 時：平成２９年１２月１日（金）午後１時３０分から 

 

２．場 所：三沢市役所 本館４階 大会議室 

 

３．出席者 

【委 員】（１２名） 

公 益 代 表：山 本 彌 一、瀬 崎 雅 弘、春 日 洋 子、田 嶋 孝 安 

保険医薬剤師代表：樋 口 茂 樹、中 山 宏 祥、小 西 史 人 

被用者保険等代表：福 士 尚 仁 

被 保 険 者 代 表：鷹 架 良 子、坂 本 幸 子、立 花   肇、畑 山 陽 子 

 

【事務局】（６名） 

市民生活部長：繫   範 雄 

国保年金課長：髙 橋 次 郎  副参事兼課長補佐：成 田 薫 子 

保険税係長：村 井 加奈子  国 保 係 長：柳 川 哲 彦 

国保係主査：松 橋 基 史 

 

４．欠席者 

  【委 員】（１名）  

保険医薬剤師代表：澤 上 大 樹 

 

５．議 事 

 

＜開会：１時３０分＞ 

司  会： それでは、定刻となりましたので、ただ今より「三沢市国民健康保険運営協議会」を

開催いたします。 

初めに、定足数についてご報告いたします。 

本日は、「澤上委員」から、欠席との報告を受けておりますので、本日の出席委員数 

は、１２名です。 

定足数を満たしておりますので、本日の会議は成立することをご報告いたします。 

 

司  会： 「山本会長」よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長： 委員の皆様におかれましては、ご多用のところ、ご出席をいただきまして厚くお礼申

し上げます。 

本日は、「平成２９年度 三沢市国民健康保険 特別会計 補正予算 第１号（案）」 

と、平成３０年度 三沢市国民健康保険 特別会計予算（概要）についてが議題となっ 

ております。 

皆様の忌憚のないご発言、ご意見をいただきながら進めて参りたいと考えております 

ので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単ではありますが挨拶といたし 

ます。 
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司  会： ありがとうございました。  

それでは、これより「議題」に入りますが、議長は、協議会規則第３条により、会長 

が務めることと定められておりますので、会議の進行をお願いいたします。 

 

議  長： まず、本日の議事録署名人２名を決めたいと思いますが、私から指名してよろしいで

しょうか。 

 

【 「異議なし」 という声あり 】 

 

議  長： 「異議なし」と言う事でありますので、それでは、「中山委員」と「坂本委員」の両 

名を議事録署名人といたします。よろしくお願いします。 

それでは、早速ではございますが、次第に従いまして進めてまいります。 

初めに、議題１「平成２９年度 三沢市国民健康保険特別会計補正予算 第１号（案）」 

であります。 事務局の説明を願います。 

 

事 務 局： 【 事務局説明 】 

 

議  長： ただ今の「平成２９年度 三沢市国民健康保険 特別会計 補正予算 第１号（案）」 

について、の説明に対し、ご意見、質問のある方は、挙手をお願いします。 

 

瀬崎委員： ２ページの歳出の保健事業費の中で特定健診等事業費が 2,322千円増額になっていま 

すがこの理由は何でしょうか。 

 

議  長： 事務局の説明を願います。  

 

事 務 局： 今回三沢市特定健康診査実施計画及びデータヘルス計画が来年度から新しくなるもの 

であり、それの精査を進めておりまして、最終的に業者の方に委託して計画としてまと 

め冊子にすることになりますので、今、その委託するための経費について増額要求をし 

たところであります。 

以上であります。 

 

瀬崎委員： そうですか。私、期待したのはは特定健診受診者が増えたから増額したのかと思って 

おりました。そこのところは、まだ結果は出ていないと思いますが、例年と比べてどう 

     なんでしょうか。 

 

議  長： はい、事務局の説明を願います。 

 

事 務 局： 今、委員からお話がありましたように、今年度から無料にしております。まだ途中経 

過でありますし、農閑期前のデータしかございませんが、昨年度と比較して伸び率とし 

ては、まだ１％から２％の伸び率でございます。まだまだ、いろんな個人健診等の集計 

はリアルタイムで集まらないものですので、その辺の集計は着々と進めているところで 

ございます。 以上であります。 
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瀬崎委員： 今年度からの 1,000円の負担金は無くなったということですので、今年度終わりに特 

定健診の結果を精査されるときにその成果とかを含めて検討されるよう要望いたしま 

す。 よろしくお願いします。 

 

議  長： その他ございませんか。よろしいですか。 

ないということですので、それでは、「平成２９年度 三沢市国民健康保険 特別会 

計補正予算第１号（案）」については、承認することにご異議ございませんか。 

 

【 「異議なし」という声あり 】 

 

課    長： それでは、異議なしということでございますので、「平成２９年度 三沢市国民健康 

保険特別会計補正予算第１号（案）」については、承認することに決定いたしました。 

 次に、議題の２番目「平成 30年度三沢市国民健康保険特別会計予算の概要について」 

を議題といたします。事務局の説明を願います。 

 

事 務 局： 【 事務局説明 】 

 

議  長： はい、それではただ今の事務局の説明に対し、質疑、討論併せて行います。 

ご意見、質問のある方は、挙手をお願いします。 

 

瀬崎委員： 先ほどの説明で、ちょっと解りづらかったところですけれども、まず歳入ですけれど 

も、これまではすべて市の方に入ってきてそれでもって計上してきたということですけ 

れども、来年度から主体が県に移譲するということですけれども納付金という格好で納 

めるといわれましたけれども、基本的には国民保険税というのは皆様から集めると、こ 

れは変わりませんね。それで、それを基に３款の国民健康保険事業費納付金として納め 

ると、これはそのまま全額納めるということなのか確認させてください。 

 

議  長： はい、答弁願います。どうぞ。 

 

事 務 局： はい、お答えいたします。現実には約１０億円という納付金が示されておりますが、 

税収に関しましては約９億円という形になります。このほかに、たとえば直接市に入っ 

てくる特別調整交付金、市の実情によって変わる交付金がございます。それと、保険者 

の努力支援制度というものがございまして、適正化など頑張っている市町村には入って 

くるお金とかですね、あと、滞納分の税金を納めた分とかそう言う色々な分が残ってお 

りますのでそれを加えて、約８億何千万の税収加えて、その特別な市に直接入ってくる 

公費を加えてそのまま納付金として納める形になります。 

 

議  長： 瀬崎委員どうぞ。 

 

瀬崎委員： ということは、国民保険税として集めるお金プラスα。ただし、お金についてはいろ 

んな形で持って入ってくるお金なので、市としての負担金はないという考えでよろしい 

でしょうか。 
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議  長： はい、答弁願います。どうぞ。 

 

事 務 局： 市として、いわゆる法定外的な市の単費として加えるものはございません。以上であ 

ります。 

 

議  長： よろしいですか。その他ご意見、ご質問ございませんか。はいどうぞ。 

 

瀬崎委員： ４ページの歳出の項目なんですけれども前期高齢者交付金が、これが３款の医療給付 

費分ということで考えてよろしいでしょうか。現行の３款から６款までをまとめたもの 

が、３０年度の３款にまとまられているような感じがするんですけれども、そこのとこ 

ろで、医療費は先ほど申し上げた納付金のところの医療費分の交付金など詳しいわけ方 

はどのような形になっているのでしょうか。 

 

事 務 局： 現状で申し上げますと、今までは市が金庫となっておりまして例えば定額の調整交付 

金、普通交付金、国の負担分、税収分を市がそこでプラスしてそれから医療費として支 

払う形になっておりましたが、そういう定額的なものについては、県が県全体のものと 

してまとめるということです。三沢市にはその分の支出はないけれども、納付金からは 

それを引きますよという形になります。 

 ですので、例えば今１０億円の納付金を納めますが、実際の歳出として保険給付金は、 

２０数億円の給付金になるわけですね。それの定額の公費負担分はもう県が金庫になり 

ますので、市に要求しないで県の金庫でそれを納めておいて少なくした納付金を市に請 

求してくるという形になります。お解りになりますでしょうか。 

 

瀬崎委員： そしたら、款項目は２款の方にそれは入ってくということなんですか。 

今までは、それぞれに支払っていたからどこにどのようにお金が流れたかわかります 

けれども。 

 

議  長： 答弁願います。 

 

事 務 局： 例えば、４款前期高齢者交付金、６款の介護給付金というのは無くなるわけですけれ 

ども、それはすべて県の納付金の中で相殺されるということです。例えば前期交付金が 

三沢市に１億円は入ってくるということであれば、県の金庫の方で納付金を１億円少な 

く納めなさい。県の方でそれを総合的に見るということになります。国の予算も県を通 

してきていますので、市では予算を見ないということになります。 

 

瀬崎委員： ということは、お金の関係で行くと、会計的にはやりやすくなったという感じがする 

んでしょうか。 

 

事 務 局： 予め、市の金庫に収める前に県の方で相殺して市で納めることがないよ。その代り納 

付金を少なくしますという形になりますので、会計的にはスケールが大きくなって、県 

全体で市町村を見ましょうという形になりますので、会計的には款項目が少なくなりま 
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す。以上であります。 

 

議  長： その他、ございませんか。 

それでは、私から、今現状でやって来られた部分と、これから来年度から変わること 

になるが、今までと大きな変更、お金の面やサービスの面で変更はないのかどうか、そ 

れ１点と、県が事務的に取りまとめてこうやるということになり、そうすると各市町村 

に運営委員会というものがあるわけですけれどもその委員会がどうなるのかと、２つ。 

ちょうど皆さんも来ているのでお願いします。 

 

事 務 局： まず、財政の面から見ますと、将来的には県で統一化してすべて同じ税率でやってい 

こうということが最終目的になります。今のところは、いろんな医療環境等があって即 

座に一緒にできないということでございますけれども、先ほども申し上げましたけれど 

も市町村で分かれてやっていた財政の大元を県がみるということになりますので、いろ 

んな医療費が急に上がったとかと言ことは全体的に見ましょうということですので、理 

想的には財政の方は安定してくると思います。 

今回も、納付金を１０億円ということで示して、もしも年度内に医療費が上がったと 

しても、追加の要求はしないということでありますので、来年度以降、上がった分は 

分配されることになりますけれども１年間単年で見ますと、納付金に関しての追加の補 

正予算はなく安定した形で市町村は運営してくださいということでございます。 

ですので、理想的には最終的には県が、一つの保険者として賦課して徴収する形まで 

持っていければということで、県内引っ越ししても同じお金で、同じサービスを受けら 

れるということが理想ということで持っていくことであります。 

２つ目の、この運協の会議自体のことでありますけれども、県の方も全体的な新しく 

運協を作って今、方針等検討中でございますが、市町村は市町村で保険者として運営自 

体は当然残りますので、先ほど話したように適正化事業とか保健事業など、市町村の独 

自性を持った適正化事業等の運営の方は市町村に任され運営していくことになります 

ので、例えば市町村がどういう形で国保事業を進めて行ったらいいのかということにな 

れば当然この場で皆さんのご意見を聞きながら進めていくということになりますので、 

よって、市町村の運協もこのまま継続していくという形になります。以上でございます。 

 

議  長： その他ありませんか。 

なければ、「平成３０年度三沢市国民健康保険特別会計予算の概要について」は終結 

します。 

 それでは、事務局より説明したいという事項がありますのでお願いします。 

 

事 務 局： 予算の件であります。１２月議会に於きまして、今、部長の方から第１号の補正予算 

について説明がありましたが、追加として第２号補正予算が提出される予定であります。 

内容といたしましたは、今般の人事院勧告に対応するものでございまして、職員の人 

件費の中の給与及び手当の補正増額であります。歳出の一般管理費、歳入の一般会計繰 

入金と共に４４万１千円の増額ということでの追加の補正予算を提出する予定でござ 

います。 以上であります。 
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議  長： ただ今、事務局から説明がありましたがこの件について何かありましたらどうぞ。 

ありませんか。 

 

【「ありません」の声あり】 

 

ないようですので、終結します。 

もう一つ事務局の方から発言したいということですのでお願いします。 

 

事 務 局 ： 【 事務局説明 】 

 

議  長： はい、それではただ今事務局から説明がありましたが、この件についてお聞きしたい 

ことやご意見がありましたら、挙手をお願いします。 

 

瀬崎委員： 特定健康診査実施計画１期が平成２０年度から２４年度、２期が平成２５年度から平

成２９年度ということですが、（１）の２行目に「高齢者の医療確保に関する法律第１

９条」とありますが、これ、パッと見ると対象者が高齢者のように見えるんですけれど

も、この計画はどういう方を対象とした計画なのかまずそこのところを教えてください。  

 

事 務 局 ： おっしゃる通り法律の名前が高齢者とありますので、なんか変な感じがするかもしれ 

ません。これは一応三沢市全体を見ていきますけれども、特に特定健診の対象者といい 

ますと４０歳から７４歳までの国保加入者になりますので、特定健診の目標値実施計画 

につきましてはその対象となると思いますが、ただそこの部分だけではなくて三沢市全 

体の健康づくりを考えたときには、やはり全年齢の市民の方を対象とした健康づくりを 

基盤として計画を立てるものとなると思います。  

 

瀬崎委員： その計画を策定し、これを公表しなければならない。これは解りました。結果につい 

ては公表されているんですか。 

 

事 務 局 ： 今回計画を策定するにあたり、第３期特定健康診査実施計画は前回の計画の評価もし 

ましてそれも含めて公表することになります。このように実施して、評価があって、そ 

していろんな課題が出てきますので、その課題を基に次の計画ではこういう目標を立て 

ますという内容が含まれてきます。 

 

瀬崎委員： 基本的には計画というのは目標があって策定される訳ですよね。そしてそれを評価す 

るということですよね。１期の場合、目標はどのようになっていてどのように達成され 

ていたのか。もし分かればで結構ですけれども、要するに計画に沿った実績があったの 

かどうか、現時点でわかる範囲でよろしいのでもし分からなければのちほどで結構です 

けれども。 

 

事 務 局： すみません。１期の計画書は手元に資料がございませんので、おそらく特定健診の部 

分につきましては、県や同規模の市町村と比べて受診率が悪い、特定保健指導の実施率 

についても低い状況であったと思いますので、その点が課題としてあがってきていると 
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思います。 

 

瀬崎委員： 第２期三沢市国民健康保険保健事業実施計画データヘルス計画というのは、昨年度策 

定して２９年度までが１期ということですが、この成果というのはまだ２９年度ですの 

でまだ出てこないと思いますけれども、現時点の進捗状況はどうなっているのかわかる 

範囲でいいですので、それたぶん次の計画を立てる際のまた評価として出てくると思い 

ますけれどもそのようになっていますか。 

 

事 務 局： そのデータヘルス計画というのはいろんな健康のデータ、それから医療のデータ、レ 

セプト状況とかのデータをいま分析中ですので、これまでの状況と比べてどういう状況 

なのか、２８～２９年度までのデータヘルスの実績がどのようになっているのかは、分 

析中ですので今のところまだ皆さんにお知らせできる状態ではございません。 

以上でございます。 

 

議  長： そのほか、ございませんか。 

 

【「ありません」の声あり】 

 

ないようですので、以上本日の会議はすべて終了いたしました。 

各委員のご協力誠にありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして三沢市国民健康保険運営協議会を終了いたします。  

皆様、大変お疲れ様でした。 

 

＜閉会：午後２時０５分＞ 

 

 

 

平成２９年１２月１日開催の三沢市国民健康保険運営協議会は、以下のとおりである。 

 

 

三沢市国民健康保険運営協議会議長  山 本 彌 一 

 

議事録署名者  中 山 宏 祥 

 

議事録署名者  坂 本 幸 子 


